
　　※ 残高不足にならないように、残高のご確認をお願いします。
　　※ 再度の振替はできません。残高不足等で振替にならなかった場合、
　 　 　　後日お送りする納付書での納付になります。

 　※口座振替手続き後、処理完了に 約１ヵ月程度かかります。
　　　振替を希望される納期限の前月末までにお申込みください。

　

口座振替のメリット

● 納付のたびに金融機関へ行く手間や時間が省けます。

● 納め忘れの心配もなく、毎年継続して確実な納期内の納付ができます。

口座振替できる税目

● 町県民税（普通徴収）

● 固定資産税

● 国民健康保険税

● 町県民税（特別徴収）

● 軽自動車税
※ 集合税とは、「町県民税（普通徴収）」

「固定資産税」「国民健康保険税」のことです。

氷川町は、集合徴収方式になりますので、

税目ごとの振替はできません。

お申込みに必要なもの

● 預貯金口座の通帳

● お届け印

● 納税通知書（納付書）

お申込みができる場所

● 各取扱金融機関

お申込み先

下記金融機関の本・支店（順不同）

● 肥後銀行

● 熊本銀行

● 熊本県信用組合

● 八代地域農業協同組合

● 熊本宇城農業協同組合

● 九州労働金庫

● ゆうちょ銀行・郵便局

● 町内取扱金融機関・氷川町役場

税務課・宮原振興局窓口に備え

付けの「口座振替依頼書」にて

お申込みください。

取扱金融機関

口座振替日

● 振替日は、納付月の25日です。

（軽自動車税の納付月は、５月です。）

● 振替日が、土･日･祝日の場合は、

翌営業日になります。

※集合税

口座振替に

ご協力をお願い

します



口座振替依頼書の記入について

口座振替の登録事務を適正に行うため、お手数ですが、以下の記入例を参考に依頼書を正しく記入

してください。

● 固定資産税の共有名義分をお持ちの方は、納税義務者名を必ず連名で記入してください。

(納税通知書又は納付書に記載のある氏名を記入ください。)※口座振替項目は、集合税です。

● 年度途中に所有権の移転等で固定資産や軽自動車の名義が変更になった場合に、翌年度以降も

引き続き口座振替をご希望の際は、再度お申込みが必要です。

● 軽自動車税は、一度お申込みいただくと、同じ納税義務者の車両すべてが口座振替になります。

○ ○ △ △

氷川 太郎

八代郡氷川町島地642番地

869 4814

○○ □□△△

ヒカワ タロウ 氷
川

氷川 太郎

ヒカワ タロウ

０９６５ ５２ ７１１１

必ず○を記入してください。

納税義務者以外

の口座でも申し込

みできます。

お届け印を３枚と

もご捺印ください。

納税通知書又は納付書

に記載してある氏名を記

入してください。

○ ○

氷川太郎ほか○名

ヒカワ タロウ ホカ○メイ

○

○○ △△

共有名義の固定資産税

は、集合税に○印を記入

してください。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７１ １ １ １ ２ ２ ２

いずれかに○を記入してください。

（ゆうちょ銀行除く。）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８１ １ １ １ １

口座番号が６桁以下（ゆ

うちょ銀行は通帳番号が

７桁以下）の場合は、口

座、通帳番号は、右づめ

で記入してください。

必ず記入してください。

開始月は、申込日の

翌月以降の日付をご

記入ください。


